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1. はじめに

「手を出しすぎないケア」のあり方
ーデンマークの高齢者介護における自立支援一

石黒暢

人口の高齢化が進展する先進諸国では，「今後ますます増大する介護ニーズへ

の対応を検討する必要性に迫られている．世界一高い日本の高齢化率は 28.1%

(2018 年推計）であり，第 2 次ベビーブーム期 (1971 年~1974 年）に生まれた

世代が 65歳以上となる 2040年には 35.3%になると予測されている（総務省

2018). 一方，本稿で取り上げるデンマークの高齢化率は 19.3%(2018年）と日

本よりは低いが，高齢化は今後も進み， 2040年には 24.6%になることが予測さ

れてい (DanmarksStatistik HP). 両国の介護サービス支出（対 GDP比）をみる

と， H本は 2.0%, デンマークは 2.5%とOECD平均の 1.7%より高い (2015年

のデータ， OECD2017). このような社会的状況のなかで両国で模索されている

のは，高齢者が要介護状態になることを予防し，自立を支援する施策である．単

に介護サービス供給を縮小するのではなく，新たな視点から高齢者の自立を促す

支援を行うことによって，クオリティ・オブ・ライフを高めると同時に介護コス

トを抑えることが試みられている．

その方法の一つが，最近 10年ほどの間にいくつかの先進諸国で試みられてい

る生活機能回復支援 (rehabilitering,英語では reablement)である．生活機能回

復支援とは，利用者の自立度を高めるための支援で，数週間～数ヶ月の短期で提

供される個別プログラムであり，「在宅生活の自信とスキルを高めるためのリハ

ビリ的関与」である（森川 2016:21). 

生活機能回復支援は，国際的な潮流であるアクティブ・エイジング(activeageing) 

という概念1に象徴されるような，高齢者を活動的な社会の一員としてみる捉え方

を含めた「哲学」であると同時に，高齢者に対して提供される「サービス」でも

ある (Myshraand Barrett 2016; Hansen et al. 2015). 後者の実践的な「サービス」

としての側面に目を向けると，生活機能回復支援は，国や地域によって取り組みに

多様性がみられ，さらに利用者個人に合わせて提供されるプログラムであるため，

これを一律に定義することは難しいが，共通項を抽出すると次のようになる．利

1 アクティブ・エイジングは国連の国際高齢者年 (1999年），第 2回高齢化に関する世界会議

(2002年）等で提唱された概念で，世界保健機関 (WHO)は「高齢期のクオリティ・オブ・

ライフを高めるために，健康で社会参加ができ，安心して生活するための機会を最大限にする

プロセス」と定義している（厚生労働省 2014;World Health Organization 2002: 12). 
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用者の在宅など地域のなかで提供される期間限定 (4-12週間）の介入プログラム

で，病気や高齢に伴い低下した能力や機能を再獲得し，自立した生活を送ること

ができるようにすることを目指して多職種・多分野連携のもとで提供される．そ

の対象は，年齢や診断名に関係なく，支援によって回復が見込まれるすべての人

である．利用者に合わせた個別H標が設定され，目標達成に向けて，利用者中心

志向で利用者の生活全体を見据えて支援が行われる (Aspinalet al. 2016). 

生活機能回復支援は，デンマーク，イギリス，スウェーデン，ノルウェーなど

のヨーロッパ諸国で広がりを見せ，オーストラリア，ニュージーランド，アメリ

力などでも実践されている（後者の三国では "restorativecare"とも呼ばれてい

る） (Aspinal et al 2016; Myshra and Barrett 2016; B0dker 2018). これらの国々

のなかでもっとも大規模に全国的に生活機能回復支援を実践しているのはデンマー

クであるという (Rostgaard2014; 2015). 

欧州委員会 (EuropeanCommission)は，高齢者介護分野において，介護予防

やリハビリを含めた自立支援を積極的に推進する「社会的投資志向の戦略」が求

められていると述べており， EU加盟国の社会的投資の優れた取り組みの一つと

して，デンマークのフレザレチャ市 (Fredericia)の生活機能回復支援プログラム

を取り上げている．同プログラムによって要介護高齢者の自立度が向上するとと

もにケアスタッフの職業満足度が向上したことに注目が集まっている (European

Commission 2013; Rostgaard 2014). このようにデンマークの生活機能回復支援

施策は他のヨーロッパ諸国の参考になる 1つのモデルを提示しており，積極的に

展開されている．しかし，日本におけるデンマークの高齢者介護研究においては，

生活機能回復支援に着目したものがほとんどみられず，情報も限定的である．

本稿はデンマークの生活機能回復施策の展開に着目し，生活機能回復支援とは

何か，また生活機能回復支援の導入がデンマークの高齢者介護施策のなかでどの

ような意味をもつのかを考察するための基礎的資料を提供するものである．本稿

は，デンマークの生活機能回復支援に関連する行政文書，統計データ，学術論文

等に依拠している．次節からはまず，デンマークが生活機能回復支援導入に全っ

た背景について資料を紹介する．次に生活機能回復支援がデンマークでどのよう

に定義されているかについて言及する． さらに生活機能回復支援がどのように実

践されているかについて述べる．

2. 生活機能回復支援が導入された背景

生活機能回復支援はデンマークの高齢者介護における第二の大きなパラダイ

ム転換であるといわれている (Kjellbjergetal. 2011). 1度目のパラダイム転換は

1980年代から始まった「施設ケアから在宅ケアヘ(fraplejehjem til hjemmepleje)」
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の転換で，高齢者が「できる限り長い間在宅で (1ぉngstmuligt i eget hjem)」生活

できるよう支援することが目指すべき方向性として提示された. 2度目のパラダ

イム転換である生活機能回復支援は，高齢者が社会で「依存する存在」として認

識されていることに疑問を品し，「自分の人生を積極的に生きる主体」として捉え

直すことを促すものであり，また，高齢者に対する支援を「受動的で補完的なケ

ア」から「能動的で自立支援志向のケア」に変えていくことを示唆するものであ

る(Rostgaard2014). デンマークでは「手をポケットに入れたまま (medhぉnderne

ilommen)」または「手を背中に回したまま (medhぉndernepa ryggen)」支援す

るという表現がよく使われ，ケアスタッフが手出ししすぎずに利用者の自立を側

面的に支援することを表現している．以下では，生活機能回復支援という理念が

どのような経緯でデンマークの介護政策に取り入れられるようになったのかを見

ていく．

2007年に労働組合 FOA(Fag og Arbejde)が開催した高齢者介護サミット

（尼ldretopm0de)が生活機能回復支援の普及に 1つの契機を提供したといえる．

同サミットでは，高齢者介護のパラダイムについての議論が行われ，そのなかで，

「できる限り長い間在宅で」に代わる高齢者介護のパラダイムとして「できる限

り長い間自分らしい人生を (1ぉngstmuligt i eget liv)」が提示された．同サミット

に参加していたフレザレチャ市は翌年 2008年からプロジェクト「できる限り長

い間自分らしい人生を」を開始し，その下位プロジェクト 5つのうちの 1つとし

て「日常生活機能回復 (hverdagsrehabilitering)」プロジェクトが実施された．同

市はスウェーデンで先駆的に在宅機能回復 (hemrehabilitering) に取り組んだウ

ステシュンド市 (Ostersund)2を視察し，同市の取り組みを参考にして独自の生活

機能回復支援を試行的に進めていった (Kjellbjerget al 2011). 

こうした生活機能回復支援のプロジェクトが評価されて，フレザレチャ市は

2010年にデンマーク全国コムーネ連合 (KommunernesLandsforening)のイノベー

ション賞 (Innovationsprisen2010)を受賞することとなった.2008年 10月にプ

ロジェクトを開始して以降 300人を超える市民が生活機能回復支援サービスを

受け，その結果，約 43%が完全に自立した生活を送ることができるようになり（従

来は最高でも 5%),30%が申請時の見込みよりも少ない支援によって生活できる

ようになった成果が評価された．また，これにより，介護支援コストが年間 1,500

万クローネ（約 2億 7千万円， 1クローネ =18円で換算）抑えられ，同時に利用

2 ウステシュンド市はスウェーデンの自治体のなかで先駆けて 1997年頃から生活機能回復の

取り組みを導入し（公式的なプロジェクト開始は 2000年），スウェーデンの他の市のモデル

となっている (Socialstyrelsen2007). フレザレチャ市も，セラピスト中心の生活機能回復で

はなく，在宅介護と密接に連携した体制をベースにするウステシュンド市の多職種連携のあ

り方を大いに参考にしている (Kjellbjerget al. 2011). 
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者の満足感と QOLが向上し，ケアワーカーの職務満足感も上がったことも報告

された (KommunernesLandsforening 2010). 

これを契機として他の自治体もフレザレチャ市の取り組みをモデルとした生

活機能回復支援施策に着手し始めた.2011年に行われた調査では， 92%のコムー

ネが生活機能回復支援の考え方に基づいた施策を展開する予定だと回答していた

(Kjellbjerg et al. 2011). こうして生活機能回復支援の動きはデンマーク全土に

拡大していった．

在宅介護審議会 (Hjemmehjぉlpskommissionen)の出した答申が果たした役割

も大きい．全国の在宅介護施策の間題点を整理し，その対策を検討することをH

的に国が 2012年に設置した在宅介護審議会が 2013年に「未来の在宅介護一高齢

者の能力を中心に据えた一貫性のある取り組み」という 11章からなる答申を行った．

そこに示されている基本的な考え方は自立支援であり，可能な限り生活機能回復

支援によって高齢者の日常生活における機能回復と自立を図り，それが見込めな

い場合には，機能低下を補完する支援を提供するという方向性である．さらに在

宅介護審議会は次のような生活機能回復支援の基本原則を提示した

(Hjemmehjぉlpskommissionen2013: 73-74). 

1. 利用者の梢極的な参加

利用者は生活機能回復支援における重要な協カパートナーであり積極的な参

加者でもある．

2. 利用者のニーズに基づいた個別的で柔軟な計画

設定する目標と取り組みは利用者によって異なる．

3. 利用者の生活状況全体を見据えた総合的なアプローチ

生活機能回復支援には身体的・精神的・社会的な側面がある．利用者が理解し

やすく，意義と一貫性をもった支援でなければならず，利用者のニーズを満たさ

なければならない．

4. 目標志向と時間的な視点

生活機能回復支援は日標志向で，期間が設定される．生活機能回復支援の目標

は利用者がスタッフと相談のもとに設定する． 目標は利用者の資源を鑑みて現実

的なものでなければならず，段階目標と最終目標の達成期限を設定する．目標に

合わせた取り組みと期間設定になっているかを確認するために，モニタリングは

随時行う．
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5. 多職種連携と多分野連携

さまざまな職種と分野の協力が必要である．個別のサービス提供の際に多職種

が連携するとともに，分野や部局を越えた協力も行われる．

6. コーディネーション

支援プロセスとコーディネーションに対して誰が責任をもっているかが明ら

かにされなければならない．

7. 計画

利用者の目標を鑑みて取り組みを計画し，目標と取り組みを明記した共通の計

画を作成し，すべてのスタッフが参照できるようにしなければならない．

8. 科学的で質が高い支援

スタッフはもっとも効果が高い手法を用いなければならず， もっとも専門性が

高い知識や実践に基づいて取り組まなければならない．

これらの基本原則は保健庁が作成した後述の生活機能回復支援ハンドブック

(Sundhedsstyrelsen 2016)にも記載され，各自治体が生活機能回復支援に取り組

む際の重要な原則となっている．

在宅介護審議会の答申を受けて社会庁 (Socialstyrelsen)は高齢者対象の生活機

能回復支援の現状調査・評価を行うプロジェクトを実施し，その成果として 4つ

の報告書3が2013年に出された．

2015年には生活機能回復支援に関する法整備が行われた．生活機能回復支援が

社会サービス法 (Lovom social service) に明記され，全国レベルで開始されるこ

とになったのである．社会サービス法の関連条文は以下の通りである（下線部分

が2015年の法改正で追加された部分）．

3 『コムーネによる高齢者分野における生活機能回復支援の実践報告」 (Kortlぉgningaf 

kommunemes erfaringer med rehabilitering p丘 ldreomradet), 「機能低下がみられる高齢者の

生活機能回復支援の効果に関するエビデンス：文献研究JI(Evidens for effekten af rehabilitering 

forぉldremed nedsat funktionsevne. En litteraturgennemgang), 「高齢者分野における日常活

動における生活機能回復支援のツール使用：コムーネの実践と有用性分析JI(Brug af redskaber 
i rehabilitering til hverdagens aktiviteter paぉldreomradet-En beskrivelse af kommunemes 

erfaringer og analyse af anvendeligheden), 『日常活動における生活機能回復支援の対象グルー

プ：対象グループの特徴と生活機能回復支援へのモチベーション」(M糾gruppenfor 

rehabilitering til hverdagens aktiviteter-Hvad karakteriserer m非gruppen,og hvad der motiverer 

til rehabilitering)の4つである．
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第 83条

コムーネは以下のサービスを提供しなければならない．

1)身体的介護

2)必要な家事援助

3)食事サービス

第2項第1項に定めたサービスは一時的またば恒久的な身体的または精神的

機能低下や特別な社会的問題によって自分でこれらの作業ができない人々に提供

される．

第3項第1項に定められた支援のニーズを査定する前にコムーネは第83項aに

定められたサービスが利用者の機能を改善し，それによって第 1項のサービスに

対するニーズが減少するかどうか脊定しなければならない．

第 4項第 1項に定められた支援は身体的・精神的能力を維持し，身体的・精

神的機能低下や特別な社会的問題によって引き起こされる問題を援助することに

貢献しなければならない．

第5項 コムーネは第 1項に定められた支援の個別目標を利用者ごとに定めな

ければならない．支援は利用者のニーズに合わせて随時調整されなければならな

込
第 6項第 83条 aに定められた生活機能回復サービスの期間を終了するにあ

たり，コムーネは第 83条に定められたサービスのニーズを査定しなければなら

ない． 
第 7項第 1項に定められたサービスは第 79条に定められたサービス化して

提供することはできない．

第 8項 コムーネは認知症と診断された人に対する介護を計画するにあたり，

住居，介護支援に関する将来の希望を可能な限り考慮し，尊重しなければなら

ない（介護遺言書）．

第 83条 a

コムーネは，生活機能回復サービスが機能低下のみられる人の機能を改善し，

第 83条第 1項に定められた支援のニーズを減少させると判断されたならば，短

期間で期間限定の生活機能回復サービスをその人に提供しなければならない．査

定は，個別的で具体的なものでなければならず，利用者のもつ資源とニーズに基

づくものでなければならない．

第2項 第 1項の生活機能回復サービスは利用者の生活全体をとらえた視点で

多分野連携のもとで計画され，提供されなければならない．コムーネは，生活機

4 同法第 79条には予防的家庭訪問サービスについて定められている． コムーネは 80オ以上の

すべての住民に最低年 1回の予防的家庭訪問を提供しなければならないと規定されている．
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能回復サービスの利用者と協働してサービスの個別目標を定めなければならない．

第 3項定められた生活機能回復の目標と期間は，生活機能回復サービスの全

体を記載した書類に含められなければならない．サービスの途中でH標を変更す

る必要が生じたら，利用者と相談のうえで変更しなければならない．

第 4項 コムーネは，第 2項のH標を達成するために必要な支援をサービス提

供期間中に利用者に対して提供しなければならない．支援は利用者の機能の変化

に応じて随時調整しなければならない． もし利用者が生活機能回復サービスを受

けないのであれば， コムーネは第 83条に定められた支援に対する利用者のニー

ズを査定しなければならない（第 83条第 6項参照）．

また，省庁の管轄再編によって生活機能回復支援関連プロジェクトは 2015年

以降社会庁 (Socialstyrelsen)から保健庁 (Sundhedsstyrelsen)に引き継がれる

ことになった．法改正の翌年 2016年には，各コムーネが生活機能回復支援に取

り組む際に参考になるハンドブック (Sundhedsstyrelsen2016)が保健庁によって

発行された．

2016年にコペンハーゲンで開催された国際高齢者団体連盟 (International

Federation on Ageing, 略称 IFA) の国際会議 (IFA Copenhagen Summit on 

Reablement and Older People)では生活機能回復支援がメインテーマとなり，今

後の高齢者関連施策の方向性がここでも確認されたといえる．同会議はデンマー

ク高齢者問題全国連盟 (iEldreSagen)との共催で開催された．デンマーク高齢者

問題全国連盟は IFAの会員であり，高齢者問題全国連盟の代表ビャーネ・ハスト

ロプ氏 (BjarneHastrup)はIFAの代表を務めている (Myshraand Barrett 2016). 

このように，生活機能回復支援はデンマークのみならず，国際的な高齢者介護の

潮流となっていることがわかる．

3. 生活機能回復支援の定義

本稿の冒頭で生活機能回復支援とは何かについて簡単に言及したが， ここであ

らためてデンマークにおける生活機能回復支援の定義について述べる．

デンマークでよく言及される生活機能回復支援の定義の 1つは， リハビリテー

ションや生活機能回復に関する研究機関であるマスイーリスボー・センター

(MarselisborgCentret)による定義である．同センターは， これまで生活機能回

復支援という概念が曖昧に使用されてきたと指摘し，共通認識をもって生活機能

回復支援の実践にのぞむために，デンマークにおける生活機能回復支援概念を詳

細に検討する必要があると述べ，生活機能回復支援を次のように定義した．「利用

者と家族と専門職による，目標を設定し期限付きで行われる協働プロセスである．
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その目的は，身体的・精神的・社会機能能力が大幅に低下している又は低下する

リスクがある利用者が， 自立した意義深い生活を送ることができるようにするこ

とである．生活機能回復支援は利用者の生活状況の全体像と自己決定に基づいて

おり，支援は連携して行われ，一貫性があり，幅広い知見に基づいている」

(MarselisborgCentret 2004: 16). 

一方，社会庁が採用している定義は，「その人が考える自立した意義ある人生を

送るために必要な機能能力を可能な限り再獲得し，開発し，維持することによっ

て得られる成果」 (Socialstyrelsen2013: 12)である．

「生活機能回復支援」は「機能回復訓練 (genoptr四ning)」と混同されることが

多いが，同義ではない．特定の訓練をすることによって身体機能や能力の回復を

目指すものが機能回復訓練であり， これはむしろ生活機能回復支援の下位概念と

考えるほうが適切である (MarselisborgCentret2004). 

一方で，「生活機能回復支援」の代わりに「日常生活機能回復支援

(hverdagsrehabili tering)」という用語もデンマークでよく使用されている．これ

はフレザレチャ市が 2008年に「できる限り長い間自分らしい人生を」プロジェ

クトを手掛けたときに使用した用語である (Kjellberget al 2013). 同市が参考に

したスウェーデンのウステシュンド市は在宅生活機能回復支援

(hemrehabilitering) という言葉を使っていたが， これは利用者の家庭やその地

域で，訪問した在宅介護部門のスタッフによって支援が行われることを強調した

ものであった．一方でフレザレチャ市は，「在宅」よりも「日常生活」に焦点をあ

てるために日常生活機能回復支援という用語を使うことにしたという．日常的に

接するスタッフによる日常的な支援によって日常生活における機能回復を目指す

ものだからである (Kjellberget al. 2013). しかし，実践のなかで現実に使われる

用語はデンマークの自治体によってさまざまである．生活機能回復支援

(rehabilitering) と同じ内容の支援を指す際にも， 日常生活機能回復支援

(hverdagsrehabili tering)のほかにも，「日常生活トレーニング(hverdagstr四ning)」

や「活動的な生活 (aktivtliv)」など多様な用語が使われている．

4. 生活機能回復支援の実践

本章ではリエイブルメントがどのように実践されているかを具体的に見てい

＜．まず，生活機能回復支援と従来のホームヘルプの違いをフレザレチャ市の調

査からまとめると，目標，焦点，支援時間の 3点に集約される (Kjellberget al 

2013). まず目標についてであるが，従来のホームヘルプの場合は，コムーネの視

点からみた日標は，支援を受ける利用者が支援を受ける権利を保障することであ

るのに対して，生活機能回復支援の場合，利用者が設定する目標を達成すること
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に主眼がおかれる．次に焦点についてであるが，従来のホームヘルプの場合，ケ

アワーカーが利用者のために支援のタスクをこなして支援することが中心となっ

ていたが，生活機能回復支援では，利用者自身が日常のタスクをこなせるように

ケアワーカーが支援することが重視される．支援時間については，従来のホーム

ヘルプの場合，支援時間が一定で変化しないか，あるいは増加していく傾向があ

るが，生活機能回復支援の場合，支援時間が減少し，理想的には支援なしで自立

生活が営めるように取り組みが行われる．

次に，生活機能回復支援の実践のプロセスをまとめると，以下の 5段階に整理

できる (Sundhedsstyrelsen2016). 

1. 判定 (visitation)

この段階では担当者が利用者の状態を確認し，社会サービス法第 83条 aに定

められている生活機能回復支援の対象になるかどうかを見定める．対象になると

判断されると，どの職種のスタッフがその利用者の担当責任者になるかを決める．

2. アセスメント (udredning)

担当者が利用者と他職種のスタッフ，家族の意見を参考にしながらアセスメン

トを行う． この結果が 3.につながる．

3. 目標設定 (m乱sぉtning)

利用者と一緒に，生活機能回復支援の短期目標と長期目標を設定する．目標は

生活機能回復支援計画に明記される．

4. 日標志向の支援とモニタリング (malrettedeindsatser og opfolgning) 

担当者は利用者と協働しながら目標と計画を念頭において支援を行う．短期集

中型の支援であり，期間は 8-12週間と定められるのが一般的である．

5. 終了 (afslutning)

利用者と一緒に目標が達成されたかどうかを評価する．利用者が社会サービス

法第 83条に定められた支援を必要としているのか，あるいはさらに生活機能回

復支援を必要としているのか，両方を必要としているのかを判断する．

現実には各自治体の取り組みは一様ではなく，大きなバリエーションがみられ

るため，必ずしもこのような段階で支援が行われるとは限らないことに留意する

必要がある．

5. おわりに

デンマークが生活機能回復支援を導人した背景やそれに伴う法改正，また生活

機能回復支援の定義や実践について述べてきた．本稿ではデンマークの生活機能
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回復支援について研究を進めるための基礎的資料を提供した．今後は実証研究に

着手し，生活機能回復支援がデンマークの各コムーネでどのように計画され， ど

のような職種がどのような役割をもって支援に関わり， どのように利用者との関

係を構築しながら目標を設定し，達成に向けて展開しているのかを明らかにした

い．また，生活機能回復支援がケアワークやケアワーカーの労働環境に与える影

響や利用者の生活に与える影響についても詳細に検討していきたい．

最後になるが，生活機能回復支援が利用者の機能向上につながるというエビデン

スは国際的にもまだ十分でないことに言及したい (Rostgaard2014; 2015). 生活

機能回復支援の有効性を示す調査の多くはケーススタディーや非ランダム化比較

試験である (Winkelet al. 2014; Kjellberg et al 2011; Kjellberg 2012; Rostgaard 

2015). また，生活機能回復支援は通常のホームヘルプよりも初期のコストが高

く，それに見合った介護コスト効率化が見込めるかどうかも明らかでない．英国

のあるランダム化比較試験においては，生活機能回復支援は社会的ケアのニーズ

を減少させるが，医療ケアのニーズとコストは増大させるという結果が明らかに

なったのも事実である (Glendinninget al 2010; Rostgaard 2015). 生活機能回復

支援の効果は即座に得られるものではないため，長期的な調査が必要である．今

後長期的なランダム化比較試験を重ね，信頼のおける客観的なエビデンスを積

み重ねることが求められている．生活機能回復支援の有効性についても今後注視

していきたい．
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Hjælp med hænderne i lommen 
Rehabilitering i dansk ældrepleje 

Nobu Ishiguro 

Resume 

Artiklen handler om rehabilitering på ældreområdet i Danmark. Danmark har de 

samme demografiske udfordringer som Japan, hvor andelen af ældre i befolkningen 

stiger voldsomt, og forsøger at finde løsninger for at effektivisere ældrepleje og 

samtidig øge ældres livskvalitet. På den baggrund har Danmark satset på at 

implementere rehabilitering i ældreplejen. Rehabilitering kan defineres som 

følger: "Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 

borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få 

betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår 

et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 

livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og 

vidensbaseret indsats" (MarselisborgCentret 2004: 16). Artiklen er ment som 

baggrundsmaterialer om rehabilitering i dansk ældrepleje. Jeg giver et rids af, hvordan 

rehabilitering kom på dagsordenen i den danske ældrepleje, og derefter prøver jeg at 

tegne et overordnet billede af, hvordan rehabilitering rent praktisk foregår hos en ældre 

borger. 
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